
産業廃棄物処理業者の実績報告に係る要綱 

制定 平成 14年 9月 19日  14環廃産第 320号 

改定 令和  8年 3月 30日   7環資産第 784号 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第

137 号。以下「法」という。）に定めるもののほか、産業廃棄物及び特別管理産

業廃棄物の適正な処理を推進する観点から、知事が産業廃棄物収集運搬業者及

び産業廃棄物処分業者並びに特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産

業廃棄物処分業者（以下「処理業者」という。）による産業廃棄物及び特別管理

産業廃棄物の収集、運搬及び処分の実態を把握するために必要な事項を定める

ものとする。 

（用語） 

第 2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。 

（実績報告書の提出） 

第 3条 知事は、処理業者に対し、毎年 6月 30日までに、その年の 3月 31日

以前の 1 年間における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処

分に関し、別記第 1 号様式から第 4 号様式までのうち該当する様式による実績

報告書の提出を求めるものとする。 

（実績報告書の活用） 

第 4 条 知事は、前条の規定により提出された実績報告書について集計等を行

い、次の活用を図るものとする。 

一．産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る規制監視業務における基礎資料

とすること。 

二 ．東京都における産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る計画書、報告書

等の作成の際の基礎資料とすること。 

三 ．その他産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の適正な処理のための基礎資料

とすること。 

附則  

この要綱は、平成 14年 9月 19日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

附則 



 この要綱は、令和 8年 4月 1日から施行する。 



 
 
 
（
特

別
管
理
産

業
廃
棄
物

を
除
く
。

）
年

月
日

　
　

 
東

 
 
京

 
 
都

 
 
知

 
 
事

 
 
 
　

殿

１
３

―
―

産
業

廃
棄

物
の

収
集

運
搬

受
託

量
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
自

社
運

搬
(
排

出
者

と
運

搬
受

託
者

が
自

社
の

場
合

)
は

、
集

計
か

ら
除

い
て

く
だ

さ
い

。

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

0
1
0
0
 
燃
え
殻

●
●

0
2
0
0
 
汚
泥

●
●

0
3
0
0
 
廃
油

●
●

0
4
0
0
 
廃
酸

●
●

0
5
0
0
 
廃
ア
ル
カ
リ

●
●

0
6
0
0
 
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

●
●

0
7
0
0
 
ゴ
ム
く
ず

●
●

0
8
0
0
 
金
属
く
ず

●
●

0
9
0
0

 
ガ
ラ
ス
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
陶
磁
器
く
ず

●
●

1
0
0
0
 
鉱
さ
い

●
●

1
1
0
0

 
が

れ
き

類
（

建
設

廃
材

の
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

含
む

。
）

●
 
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物

●

1
2
0
0
 
ば
い
じ
ん

●
●

少
数
点

以
下
６

桁

数
量

【
 
単
位
：
ト
ン
(
ｔ
)
/
年
 
】

第
１

号
様

式
（

第
３

条
関

係
）

そ
の

１

5
0
0
0

 
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物

2
0
0
0

 
産
業
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に
処

理
し
た
も
の

運
搬

実
績

①
 東

京
都

内
(八

王
子

市
除

く
。

)　
⇒

　
東

京
都

内
(八

王
子

市
除

く
。

)
②

 東
京

都
内

(八
王

子
市

除
く

。
)　

⇒
　

他
道

府
県

又
は

八
王

子
市

③
 他

道
府

県
又

は
八

王
子

市
　

⇒
　

東
京

都
内

(八
王

子
市

除
く

。
)

少
数
点

以
下
６

桁

1
3
0
0

 
紙
く
ず

1
5
0
0

許
可

番
号

担
当

者
電

話
番

号

1
7
0
0

 
動
物
系
固
形
不
要
物

1
6
0
0

 
動
植
物
性
残
さ

1
9
0
0

 
動
物
の
死
体

1
8
0
0

 
動
物
の
ふ
ん
尿

左
記
①

～
③
の

い
ず
れ

か
の
実

績

あ
り
　

　
　
　

　
な
し

【
報

告
者

】
住

 
 
所

氏
 
 
名

 
 
(
法

人
に

あ
っ

て
は

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

)
電

話
番

号

 
　

 
産

業
廃

棄
物

収
集

運
搬

業
実

績
報

告
書

（
令

和
　

年
度

）

担
当

者
氏

名

数
量

【
 
単

位
：

ト
ン

(
ｔ

)
/
年

 
】

6
1
0
0

ｺ
ｰ
ﾄ
ﾞ

ｺ
ｰ
ﾄ
ﾞ

種
　

　
類

種
　

　
類

 
繊
維
く
ず

1
4
0
0

 
木
く
ず

　
注

１
：
　

が
れ

き
類

な
ど

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
っ

て
も

、
石

綿
を

含
有

す
る

場
合

は
「
5
0
0
0
 石

綿
含

有
産

業
廃

棄
物

」
に

分
類

し
て

く
だ

さ
い

。
（
0
1
0
0
～

2
0
0
0
の

コ
ー

ド
に

計
上

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
）

　
注

２
：
　

金
属

く
ず

、
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
、

汚
泥

な
ど

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
っ

て
も

、
「水

銀
使

用
製

品
産

業
廃

棄
物

」
又

は
「
水

銀
含

有
ば

い
じ

ん
等

」
と

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

に
記

載
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

「6
1
0
0
 水

銀
含

有
ば

い
じ

ん
等

」
、

「
6
2
0
0
 水

銀
使

用
製

品
産

業
廃

棄
物

」
に

分
類

し
て

く
だ

さ
い

。
（0

1
0
0
～

2
0
0
0
の

コ
ー

ド
に

計
上

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
）

　
注

３
：
　

「㎥
」
「
㎏

」
は

、
「
ｔ」

に
換

算
し

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

合
　
　
計

6
2
0
0

 
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等



(
枚
中
)

－
－

収
集
運
搬
を
自
社
で
行
わ
ず
他
の
業
者
に
再
委
託
し
た
も
の
は
、
集
計
か
ら
除
い
て
く
だ
さ
い
。

(
運
搬
先

別
内
訳
 
※
注
2
)

（
）

（
）

（
）

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

埼
玉
県

●

埼
玉
県

●
●

●
●

●
●

千
葉
県

●

千
葉
県

●
●

●
●

●
●

神
奈
川
県

●

神
奈
川
県

●
●

●
●

●
●

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点
茨
城
県

●

茨
城
県

●
●

●
●

●
●

●

栃
木
県

●

栃
木
県

●
●

●
●

●
●

群
馬
県

●

 
群
馬
県

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

●
●

●
●

●
●

●

●

合
計

●

合
計

●
●

●
●

●
●

※
注
1
：
都
内
（
八
王
子
市
を
除
く
。
）
で
積
み
込
み
又
は
積
み
卸
し
た
も
の
が
対
象
で
す
。

※
注
2
:
 
収
集
運
搬
受
託
量
の
発
生
地
別
内
訳
及
び
運
搬
先
別
内
訳
は
、
東
京
都
分
(
八
王
子
市
分
を
除
く
。
)
と
八
王
子
市
分
（
八
王
子
市
⇒
八
王
子
市
以
外
の
東
京
都
内
）
を
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 
な
お
、
（
八
王
子
市
・
他
道
府
県
⇒
八
王
子
市
・
他
道
府
県
）
の
運
搬
実
績
は
報
告
対
象
外
で
す
。
 
 

※
注
3
:
 
自
社
の
積
替
保
管
施
設
で
有
価
物
抜
き
取
り
を
行
っ
た
場
合
の
抜
き
取
り
量
や
、
売
却
先
へ
直
接
運
搬
し
た
場
合
、
「
再
生
・
売
却
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 
(
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
交
付
が
な
い
も
の
は
、
集
計
か
ら
除
い
て
く
だ
さ
い
。
)

【
記
載
例
】

２
ｔ
ト
ラ
ッ
ク
５
台
、
５
ｔ
ト
ラ
ッ
ク
２
台
、
塵
芥
車
（
２
ｔ
用
）
２
台
の
場
合
　
　

ｔ

第
１
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）
そ
の
２

令
和
　

年
度

　
産

業
廃

棄
物

収
集

運
搬

業
実

績
報

告
書

（
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
除

く
。

）
枚
目
/

こ
の
様
式
（
第
１
号
様
式
　
そ
の
２
）
は
、
必
要
枚
数
を
コ
ピ
ー
し
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

事
 
業
 
者
 
名

１
３

運
搬
量
合
計

[
Ａ
]
+
[
Ｂ
]

産
業
廃
棄
物
の
種
類

⇒
「
廃
棄
物
の
種
類
」
は
第
１
号
様
式
（
そ
の
１
）
の
種
類
の
う
ち
か
ら
１
つ
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

コ
ー
ド
 

⇒
「
コ
ー
ド
」
は
第
１
号
様
式
（
そ
の
１
）
の
0
1
0
0
か
ら
6
2
0
0
ま
で
の
う
ち
か
ら
１
つ
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

●

 
東
京
都

（
八
王
子

市
を
除

く
。
）

※
注
2

 
東
京
都

（
八
王
子

市
を
除

く
。
）

※
注
2

(
収
集
運
搬
受
託
量
の

発
生
地

別
内
訳
 
※
注
2
)

[
Ａ
]
 
収
集
運
搬
受
託
量

(
委
託
を
受
け
運
搬
し
た
も
の
。

自
社
運
搬
分
は
下
方
[
Ｂ
］
に
記

入
)

※
注
1

都
道

府
県

又
は

八
王

子
市

発
生
地
別
の

収
集
運
搬

受
 
託
 
量

●

最
終
処
分
業
者
へ
運
搬
し
た
も
の

積
替
保
管
施
設
へ

運
搬
し
た
も
の

再
生
・
売
却

※
注
3

【
 
単
位
：
ト
ン
(
ｔ
)
/
年
 
】

「
㎥
」
「
ｋ
ｇ
」
は
「
ｔ
」
に
換
算

【
 
単
位
：
ト
ン
(
ｔ
)
/
年
 
】

「
㎥
」
「
ｋ
ｇ
」
は
「
ｔ
」
に
換
算

運
搬

先
の

都
道

府
県

又
は

八
王

子
市

少
数

点
以
下

６
桁

第
1
号
様
式
(
そ
の
1
)
の

該
当
種
類
の
数
量
欄
へ

転
記
し
て
く
だ
さ
い
。

八
王
子
市

※
注
2

● ●

●

 
注
：
車
両
の
最
大
積
載
量
の
総
和
及
び
登
録
車
両
台
数
と
収
集
運
搬
受
託
量
を
比
較
し
「
ｔ
」
で
計
算
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

（
　
埋
　
立
　
・
　
海
洋
投
入
　
）

【
確
認
欄
】
　
　
　
　
東
京
都
へ
申
請
し
て
い
る
車
両
に
つ
い
て

[
Ｂ
]
 
自
社
運
搬
　
※
注
1

(
排
出
者
と
運
搬
者
が
自
社
)

●

運
搬
先
に
○
を
記
入

【
 
単
位
：
ト
ン
(
ｔ
)
/
年
 
】

「
㎥
」
「
㎏
」
は
、
「
ｔ
」
に
換
算
し
数
字
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

少
数

点
以
下

６
桁

少
数

点
以
下

６
桁

●●

具
体
的
な
処
分
方
法
を
記
入
(
例
：
脱
水
、
焼
却
、
破
砕
な
ど
)

●

少
数

点
以
下

６
桁

●
●

●
●

●

少
数

点
以
下

６
桁

少
数

点
以
下

６
桁

八
王
子
市

※
注
2

●

中
間
処
理
業
者
へ
運
搬
し
た
も
の

少
数

点
以
下

６
桁

少
数

点
以
下

６
桁

【
 
単
位
：
ト
ン
(
ｔ
)
/
年
 
】

「
㎥
」
「
ｋ
ｇ
」
は
「
ｔ
」
に
換
算

少
数

点
以
下

６
桁

【
単
位
：
ト
ン
(
ｔ
)
/
年
】

「
㎥
」
「
ｋ
ｇ
」
は
「
ｔ
」
に

換
算

少
数
点

以
下
６

桁

車
両
の
総
台
数

９
　
　
　
　
　
台

車
両
の
最
大
積
載
量
の
総
和

２
４
 
 
 
　
　
　
ｔ

車
両
の
総
台
数

台
車

両
の

最
大

積
載

量
の

総
和

[Ａ
]

[Ａ
]



年
月

日

　
　

 
東

 
 
京

 
 
都

 
 
知

 
 
事

 
 
 
　

殿

１
３

―
―

※
自

社
運

搬
(
排

出
者

と
運

搬
受

託
者

が
自

社
の

場
合

)
は

、
集

計
か

ら
除

い
て

く
だ

さ
い

。

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

0
3
5
0
 
引

火
性

廃
油

（
6
0
0
3
を

除
く

。
）

●
●

0
4
5
0
 
強

廃
酸

（
6
0
0
4
を

除
く

。
）

●
●

0
5
5
0
 
強

廃
ア

ル
カ

リ
（

6
0
0
5
を

除
く

。
）

●
●

2
1
5
0
 
感

染
性

産
業

廃
棄

物
●

●

2
2
5
1
 
廃

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
●

●

2
2
5
2
 
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

汚
染

物
●

●

2
2
5
3
 
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

処
理

物
●

●

2
3
5
0
 
廃

石
綿

等
●

● ●

運
搬

実
績

①
東

京
都

内
(八

王
子

市
除

く
。

)　
⇒

　
東

京
都

内
(八

王
子

市
除

く
。

)
②

東
京

都
内

(八
王

子
市

除
く

。
)　

⇒
　

他
道

府
県

又
は

八
王

子
市

③
他

道
府

県
又

は
八

王
子

市
　

⇒
　

東
京

都
内

(八
王

子
市

除
く

。
)

 
廃

酸
（

有
害

）

6
0
0
5

 
廃

ア
ル

カ
リ

（
有

害
）

注
：

「
㎥

」
「

㎏
」

は
、

「
ｔ

」
に

換
算

し
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

6
0
0
2

 
汚

泥
（

有
害

）

6
0
0
7

 
ば

い
じ

ん
（

有
害

）

合
　

　
計

6
0
0
6

 
鉱

さ
い

（
有

害
）

6
0
0
8

 
廃

水
銀

等

6
0
0
3

 
廃

油
（

有
害

）

6
0
0
4

少
数
点

以
下
６
桁

6
0
0
1

 
燃

え
殻

（
有

害
）

数
量

【
 
単

位
：

ト
ン

(
ｔ

)
/
年

 
】

数
量

【
 
単

位
：

ト
ン

(
ｔ

)
/
年

 
】

担
当

者
氏

名
担

当
者

電
話

番
号

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
の

収
集

運
搬

受
託

量
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

ｺ
ｰ
ﾄ
ﾞ

種
　

　
類

ｺ
ｰ
ﾄ
ﾞ

種
　

　
類

少
数
点

以
下
６
桁

左
記
①
～
③

の
い
ず
れ
か
の

実
績

あ
り
　
　
　

　
な
し

電
話

番
号

【
報

告
者

】
住

 
 
所

第
２

号
様

式
（

第
３

条
関

係
）

そ
の

１

 
　

 
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

収
集

運
搬

業
実

績
報

告
書

（
令

和
　

年
度

）

許
可

番
号

氏
 
 
名

  
(法

人
に

あ
っ

て
は

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

)



(
枚
中
)

－
－

収
集
運
搬
を
自
社
で
行
わ
ず
他
の
業
者
に
再
委
託
し
た
も
の
は
、
集
計
か
ら
除
い
て
く
だ
さ
い
。

(
運
搬
先

別
内
訳
 
※
注
2
)

（
）

（
）

（
）

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点

埼
玉
県

●

埼
玉
県

●
●

●
●

●
●

千
葉
県

●

千
葉
県

●
●

●
●

●
●

神
奈
川
県

●

神
奈
川
県

●
●

●
●

●
●

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点
茨
城
県

●

茨
城
県

●
●

●
●

●
●

●

栃
木
県

●

栃
木
県

●
●

●
●

●
●

群
馬
県

●

 
群
馬
県

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●

百 万
十 万

万
千

百
十

一

小 数 点
●

●
●

●
●

●
●

●

合
計

●

合
計

●
●

●
●

●
●

※
注
1
：
都
内
（
八
王
子
市
を
除
く
。
）
で
積
み
込
み
又
は
積
み
卸
し
た
も
の
が
対
象
で
す
。

※
注
2
:
 
収
集
運
搬
受
託
量
の
発
生
地
別
内
訳
及
び
運
搬
先
別
内
訳
は
、
東
京
都
分
(
八
王
子
市
分
を
除
く
。
)
と
八
王
子
市
分
（
八
王
子
市
⇒
八
王
子
市
以
外
の
東
京
都
内
）
を
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 
な
お
、
（
八
王
子
市
・
他
道
府
県
⇒
八
王
子
市
・
他
道
府
県
）
の
運
搬
実
績
は
報
告
対
象
外
で
す
。
 
 

※
注
3
:
 
自
社
の
積
替
保
管
施
設
で
有
価
物
抜
き
取
り
を
行
っ
た
場
合
の
抜
き
取
り
量
や
、
売
却
先
へ
直
接
運
搬
し
た
場
合
、
「
再
生
・
売
却
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 
(
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
交
付
が
な
い
も
の
は
、
集
計
か
ら
除
い
て
く
だ
さ
い
。
)

【
記
載
例
】

２
ｔ
ト
ラ
ッ
ク
５
台
、
５
ｔ
ト
ラ
ッ
ク
２
台
、
塵
芥
車
（
２
ｔ
用
）
２
台
の
場
合
　
　

ｔ

第
２
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）
そ
の
２

令
和
　

年
度

　
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

収
集

運
搬

業
実

績
報

告
書

枚
目
/

こ
の
様
式
（
第
２
号
様
式
　
そ
の
２
）
は
、
必
要
枚
数
を
コ
ピ
ー
し
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

事
 
業
 
者
 
名

１
３

運
搬
量
合
計

[
Ａ
]
+
[
Ｂ
]

産
業
廃
棄
物
の
種
類

⇒
「
廃
棄
物
の
種
類
」
は
第
２
号
様
式
（
そ
の
１
）
の
種
類
の
う
ち
か
ら
１
つ
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

コ
ー
ド
 

⇒
「
コ
ー
ド
」
は
第
２
号
様
式
（
そ
の
１
）
の
0
3
5
0
か
ら
6
0
0
8
ま
で
の
う
ち
か
ら
１
つ
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

●

 
東
京
都

（
八
王
子

市
を
除

く
。
）

※
注
2

 
東
京
都

（
八
王
子

市
を
除

く
。
）

※
注
2

(
収
集
運
搬
受
託
量
の

発
生
地

別
内
訳
 
※
注
2
)

[
Ａ
]
 
収
集
運
搬
受
託
量

(
委
託
を
受
け
運
搬
し
た
も
の
。

自
社
運
搬
分
は
下
方
[
Ｂ
］
に
記

入
)

※
注
1

都
道
府
県

又
は

八
王
子
市

発
生
地
別
の

収
集
運
搬

受
 
託
 
量

●

最
終
処
分
業
者
へ
運
搬
し
た
も
の

積
替
保
管
施
設
へ

運
搬
し
た
も
の

再
生
・
売
却

※
注
3

【
 
単
位
：
ト
ン
(
ｔ
)
/
年
 
】

「
㎥
」
「
ｋ
ｇ
」
は
「
ｔ
」
に
換
算

【
 
単
位
：
ト
ン
(
ｔ
)
/
年
 
】

「
㎥
」
「
ｋ
ｇ
」
は
「
ｔ
」
に
換

算

運
搬
先
の

都
道
府
県

又
は

八
王
子
市

少
数
点

以
下
６

桁

第
2
号
様
式
(
そ
の
1
)
の

該
当
種
類
の
数
量
欄
へ

転
記
し
て
く
だ
さ
い
。

八
王
子
市

※
注
2

● ●

●

 
注
：
車
両
の
最
大
積
載
量
の
総
和
及
び
登
録
車
両
台
数
と
収
集
運
搬
受
託
量
を
比
較
し
「
ｔ
」
で
計
算
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

（
　
埋
　
立
　
・
　
海
洋
投
入
　
）

【
確
認
欄
】
　
　
　
　
東
京
都
へ
申
請
し
て
い
る
車
両
に
つ
い
て

[
Ｂ
]
 
自
社
運
搬
　
※
注
1

(
排
出
者
と
運
搬
者
が
自
社
)

●

運
搬
先
に
○
を
記
入

【
 
単
位
：
ト
ン
(
ｔ
)
/
年
 
】

「
㎥
」
「
㎏
」
は
、
「
ｔ
」
に
換
算
し
数
字
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

少
数
点

以
下
６

桁
少

数
点

以
下
６

桁

●●

具
体
的
な
処
分
方
法
を
記
入
(
例
：
脱
水
、
焼
却
、
破
砕
な
ど
)

●

少
数
点

以
下
６

桁

●
●

●
●

●

少
数
点

以
下
６

桁
少

数
点

以
下
６

桁

八
王
子
市

※
注
2

●

中
間
処
理
業
者
へ
運
搬
し
た
も
の

少
数
点

以
下
６

桁
少

数
点

以
下
６

桁

【
 
単
位
：
ト
ン
(
ｔ
)
/
年
 
】

「
㎥
」
「
ｋ
ｇ
」
は
「
ｔ
」
に
換
算

少
数

点
以
下

６
桁

【
単
位
：
ト
ン
(
ｔ
)
/
年
】

「
㎥
」
「
ｋ
ｇ
」
は
「
ｔ
」
に
換
算

少
数

点
以
下

６
桁

車
両
の
総
台
数

９
　
　
　
　
　
台

車
両
の
最
大
積
載
量
の
総
和

２
４
 
 
 
　
　
　
ｔ

車
両
の
総
台
数

台
車

両
の

最
大

積
載

量
の

総
和

[Ａ
]

[Ａ
]



 
 
 
（

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
を
除

く
。

）
年

月
日

　
　
 
東
 
 
京
 
 
都
 
 
知
 
 
事
 
 
 
　
殿

１
３

―
―

産
業

廃
棄

物
の

処
分

量
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
※
自
社
処
理
(
排
出
者
と
処
分
受
託
者
が
自
社
の
場
合
)
は
、
集
計
か
ら
除
い
て
く
だ
さ
い
。

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

0
1
0
0
 
燃

え
殻

●
●

0
2
0
0
 
汚

泥
●

●

0
3
0
0
 
廃

油
●

●

0
4
0
0
 
廃

酸
●

●

0
5
0
0
 
廃

ア
ル

カ
リ

●
●

0
6
0
0
 
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
●

●

0
7
0
0
 
ゴ

ム
く

ず
●

●

0
8
0
0
 
金

属
く

ず
●

●

0
9
0
0

 
ガ
ラ
ス
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
陶
磁
器
く
ず

●
●

1
0
0
0
 
鉱

さ
い

●
●

1
1
0
0

 
が
れ
き
類

（
建

設
廃

材
の

コ
ン

ク
リ
ー

ト
を

含
む

。
）

●
 
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物

●

1
2
0
0
 
ば

い
じ

ん
●

●

　
注

１
：
　

が
れ

き
類

な
ど

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
っ

て
も

、
石

綿
を

含
有

す
る

場
合

は
「
5
0
0
0
 石

綿
含

有
産

業
廃

棄
物

」
に

分
類

し
て

く
だ

さ
い

。
（
0
1
0
0
～

2
0
0
0
の

コ
ー

ド
に

計
上

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
）

　
注

２
：
　

金
属

く
ず

、
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
、

汚
泥

な
ど

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
っ

て
も

、
「
水

銀
含

有
ば

い
じ

ん
等

」
又

は
「
水

銀
使

用
製

品
産

業
廃

棄
物

」
と

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

に
記

載
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

　
　

　
　

「
6
1
0
0
 水

銀
含

有
ば

い
じ

ん
等

」
、

「
6
2
0
0
 水

銀
使

用
製

品
産

業
廃

棄
物

」
に

分
類

し
て

く
だ

さ
い

。
（
0
1
0
0
～

2
0
0
0
の

コ
ー

ド
に

計
上

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
）

　
注

３
：
　

「
㎥

」
「
㎏

」
は

、
「
ｔ」

に
換

算
し

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

数
量

【
 
単

位
：

ト
ン

(
ｔ

)
/
年

 
】

【
報
告
者
】

第
３
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）
そ
の
１

 
　

 
産

業
廃

棄
物

処
分

業
実

績
報

告
書

（
令

和
　

年
度

）

住
 
 
所

許
可

番
号

東
京

都
内

（
八

王
子

市
除

く
。

）　
に

お
け

る
処

理
実

績
あ

り
　

　
　

　
　

な
し

氏
 
 
名

  
(法

人
に

あ
っ

て
は

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

)
電

話
番

号

 
木

く
ず

担
当

者
電

話
番

号

ｺ
ｰ
ﾄ
ﾞ

種
　
　
類

1
3
0
0

 
紙

く
ず

少
数
点

以
下
６

桁

1
5
0
0

 
繊

維
く

ず

1
6
0
0

 
動

植
物

性
残

さ

1
8
0
0

 
動

物
の

ふ
ん

尿

1
9
0
0

 
動

物
の

死
体

 
動

物
系

固
形

不
要

物

5
0
0
0

 
石

綿
含

有
産

業
廃

棄
物

1
7
0
0

合
　

　
計

2
0
0
0

 
産

業
廃

棄
物

を
処

分
す

る
た

め
に

処
理

し
た

も
の

 
（

例
　

焼
却

灰
の

溶
融

固
形

化
物

等
）

6
1
0
0

 
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等

6
2
0
0

担
当

者
氏

名

少
数
点

以
下
６

桁

1
4
0
0

数
量

【
 
単

位
：

ト
ン

(
ｔ

)
/
年

 
】

ｺ
ｰ
ﾄ
ﾞ

種
　
　
類



(
枚

目
／

-

ｔ

（
）

（
）

（
)

（
)

（
）

（
)

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

 埼
玉

県
●

●
●

 埼
玉

県
●

●
●

 千
葉

県
●

●
●

 千
葉

県
●

●
●

 神
奈

川
県

●
●

●
 神

奈
川

県
●

●
●

 茨
城

県
●

●
●

 茨
城

県
●

●
●

 栃
木

県
●

●
●

 栃
木

県
●

●
●

 群
馬

県
●

●
●

 群
馬

県
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

合
計

●
●

●

合
計

●
●

●

※
注

1
: 
処

分
量

の
発

生
地

別
内

訳
及

び
発

生
し

た
残

さ
物

の
処

分
先

に
つ

い
て

は
、

東
京

（
八

王
子

市
を

除
く

。
）
分

と
八

王
子

市
分

を
そ

れ
ぞ

れ
分

け
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
 な

お
、

八
王

子
市

・
他

道
府

県
に

あ
る

中
間

処
理

施
設

・
最

終
処

分
場

の
処

分
実

績
は

報
告

対
象

外
で

す
。

少
数

点
以

下
６

桁
少

数
点

以
下

６
桁

少
数

点
以

下
６

桁
少

数
点

以
下

６
桁

少
数

点
以

下
６

桁

●

(処
分

量
の

発
生

地
別

内
訳

)
(発

生
し

た
残

さ
物

の
処

分
先

に
つ

い
て

)　
※

処
理

後
に

再
生

さ
れ

る
場

合
で

も
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

【
注

意
】

　
「
搬

出
前

の
保

管
量

」
に

は
、

次
の

①
、

②
が

該
当

し
ま

す
。

①
令

和
　

年
度

に
処

分
が

終
了

し
な

か
っ

た
産

業
廃

棄
物

②
令

和
　

年
度

に
処

分
は

終
了

し
た

が
、

同
年

度
中

に
搬

出
を

し
て

い
な

か
っ

た
産

業
廃

棄
物

【
注

意
】

　
「
搬

出
前

の
保

管
量

」
に

は
、

次
の

①
、

②
が

該
当

し
ま

す
。

①
令

和
　

年
度

に
処

分
が

終
了

し
な

か
っ

た
産

業
廃

棄
物

②
令

和
　

年
度

に
処

分
は

終
了

し
た

が
、

同
年

度
中

に
搬

出
を

し
て

い
な

い
産

業
廃

棄
物

少
数

点
以

下
６

桁
少

数
点

以
下

６
桁

種
類

コ
ー

ド

次
の

①
か

ら
④

ま
で

の
中

か
ら

1
つ

を
「
処

分
方

法
コ

ー
ド

」
欄

に
記

入
①

再
生

・
売

却
・
そ

の
他

、
②

二
次

中
間

処
理

、
③

埋
立

て
、

④
海

洋
投

入

種
類

コ
ー

ド

令
和

　
年

度
処

分
量

枚
中

)
令

和
　

年
度

　
産

業
廃

棄
物

処
分

業
実

績
報

告
書

　
（
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
除

く
）

-

第
３

号
様

式
（
第

３
条

関
係

）
そ

の
２

事
 
業

 
者

 
名

許
 
可

 
番

 
号

１
３

　
こ

の
様

式
（
第

３
号

様
式

 そ
の

２
）
は

必
要

枚
数

を
コ

ピ
ー

し
廃

棄
物

の
処

分
方

法
ご

と
に

作
成

し
て

く
だ

さ
い

。

処
　

分
　

方
　

法
⇒

具
体

的
な

処
分

方
法

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

　
脱

水
、

焼
却

、
破

砕
な

ど
）

　
処

分
を

自
社

で
行

わ
ず

、
他

の
業

者
に

再
委

託
し

た
も

の
は

、
集

計
か

ら
除

い
て

く
だ

さ
い

。
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府
県

又
は

八
王
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市
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注

1

令
和

　
年

度
に

処
分

し
た

産
業
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棄

物
の
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類
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又
は

八
王

子
市

※
注

1

令
和

　
年

度
に

発
生
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た
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さ

物
の

種
類

と
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分
方

法
（
令

和
　

年
度

の
産

業
廃

棄
物

の
処

分
で

発
生

し
た

残
さ

物
に

つ
い

て
）

●

 東
京

都
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子
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を
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く
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第
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号
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式
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の
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)の
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を

下
の

（
　

　
）
に
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入

●
●

処
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方
法
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ー

ド

●
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単

位
：
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ン

(
ｔ

)
/
年

 
】

「
㎥

」
「

ｋ
ｇ

」
は
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ｔ

」
に
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ン

(
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)
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】
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ｇ
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コ
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ド
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】
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ｇ
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(
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】
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ｇ
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算
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（
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年
月

日

　
　

 
東

 
 
京

 
 
都

 
 
知

 
 
事

 
 
 
　

殿

１
３

―
―

　
※

自
社

処
理

(
排

出
者

と
処

分
受

託
者

が
自

社
の

場
合

)
は

、
集

計
か

ら
除

い
て

く
だ

さ
い

。

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

0
3
5
0
 
引

火
性

廃
油

（
6
0
0
3
を

除
く

。
）

●
●

0
4
5
0
 
強

廃
酸

（
6
0
0
4
を

除
く

。
）

●
●

0
5
5
0
 
強

廃
ア

ル
カ

リ
（

6
0
0
5
を

除
く

。
）

●
●

2
1
5
0
 
感

染
性

産
業

廃
棄

物
●

●

2
2
5
1
 
廃

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
●

●

2
2
5
2
 
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

汚
染

物
●

●

2
2
5
3
 
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

処
理

物
●

●

2
3
5
0
 
廃

石
綿

等
●

● ●

数
量

【
 
単

位
：

ト
ン

(
ｔ

)
/
年

 
】

6
0
0
6

 
鉱

さ
い

（
有

害
）

少
数
点

以
下
６
桁

ｺ
ｰ
ﾄ
ﾞ

種
　

　
類

  
(法

人
に

あ
っ

て
は

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

)
電

話
番

号

許
可

番
号

第
４

号
様

式
（

第
３

条
関

係
）

そ
の

１

 
　

 
特

別
管

理
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業
廃
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物

処
分
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実

績
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度
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告
者
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㎥
」

「
㎏
」
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「
ｔ
」
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換
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い
。
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業

廃
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量
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単
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：

ト
ン

(
ｔ

)
/
年

 
】

6
0
0
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じ

ん
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有
害

）
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計

ｺ
ｰ
ﾄ
ﾞ
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類
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0
0
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廃
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銀

等

6
0
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（
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害
）
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0
0
3

 
廃

油
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害

）
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京
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け
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）
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0
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号
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）
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百 万
十 万
万
千
百
十
一
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百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

百 万
十 万
万
千
百
十
一

小 数 点

 埼
玉

県
●

●
●

 埼
玉

県
●

●
●

 千
葉

県
●

●
●

 千
葉

県
●

●
●

 神
奈

川
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●
●

●
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奈
川

県
●

●
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城

県
●

●
●

 茨
城

県
●

●
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木

県
●

●
●
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木

県
●

●
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 群
馬

県
●

●
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馬

県
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

合
計

●
●

●

合
計

●
●
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処
分
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発
生
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別
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訳

及
び

発
生

し
た

残
さ

物
の

処
分

先
に

つ
い
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は

、
東

京
（
八

王
子

市
を

除
く

。
）
分
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八

王
子

市
分
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そ
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ぞ
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分

け
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
　

　
　

 な
お

、
八

王
子

市
・
他

道
府

県
に

あ
る

中
間

処
理

施
設
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最

終
処

分
場

の
処
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実

績
は
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告
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で
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６
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６
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６

桁
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６
桁
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数
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６

桁

●

(処
分

量
の

発
生

地
別
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訳

)
(発
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し

た
残
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物

の
処
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先
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つ

い
て
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※
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理
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に

再
生
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れ

る
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で
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だ
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搬
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の
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、
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①
、

②
が

該
当

し
ま
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①
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度
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が

終
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か
っ

た
産

業
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物

②
令

和
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度

に
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は
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が
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同
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搬

出
を
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て
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っ

た
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業
廃

棄
物
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搬
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①
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①
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物

②
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了
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が
、
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中
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搬
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を
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て

い
な

い
産

業
廃

棄
物
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か

ら
④

ま
で

の
中

か
ら

1
つ

を
「
処

分
方

法
コ

ー
ド

」
欄

に
記

入
①

再
生

・
売

却
・
そ

の
他

、
②
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次

中
間

処
理

、
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埋
立
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、

④
海

洋
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入
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コ
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ド

令
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量
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管
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の
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４
号

様
式
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の

２
）
は

必
要

枚
数

を
コ

ピ
ー

し
廃

棄
物

の
処

分
方

法
ご

と
に

作
成

し
て

く
だ

さ
い

。

処
　

分
　

方
　

法
⇒

具
体

的
な

処
分

方
法

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

　
脱

水
、

焼
却

、
破

砕
な

ど
）

　
処

分
を

自
社

で
行

わ
ず

、
他

の
業

者
に

再
委

託
し

た
も

の
は

、
集

計
か

ら
除

い
て

く
だ

さ
い

。
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入
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ｇ
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